
取組みのスケジュール（案）

R３年度 R４年度 Ｒ５年度 Ｒ６年度

支給決定月変更
（誕生月）

評価基準検討及び
評価実施（新基
準）

委託事業者評価委
員会の設置と実施

契約人数70人に向
けての取組み

相談支援専門員の
契約人数等報告

相談支援専門員1人あたり、契約人数70人（下限）の取組
み（1事業所の相談支援専門員の担当者数：平均、70人を目指す。）

周知期間

評価基準等
検討
（9～11）

成人の利用者の障害福祉サービス支給決定更新月
を誕生月に順次変更していく

評価委員会設置
（12～R4.4）

自己評価
アンケー
ト実施
（5～6）

評価実
施
（8～10）

改善方針
等提出
（11～12）

評価委員会
研修実施
（7～8）

周知期間及び変更準備（行政）

R4.10月中旬までに報告後、以降は四半期ごとに提出

評価及び公
表
（9～10）

R4年度同様

R4年度同様
※委員の任期により2年毎
に評価委員を見直す

※令和4年12月末更新者から開始を目途に準備中

※令和4年10月（第3四半期）から提出予定

周知期間

資料５


